
 

 

                               平成１７年２月１日 

 報道資料 
 

第７９回 奈良国際文化観光都市建設審議会 
 

１．概要  奈良市の都市計画審議会である「奈良国際文化観光都市建設審議会」（会長     

杉江 雅彦）を開催し、下記の４件の都市計画変更案並びに決定案について

諮問を行ったところ、県決定案件については原案通り了承され、市決定案件

については原案通り可決されました。 

           

     案件  

      （１）大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画） 

                 用途地域の変更（案）について（県決定） 

         ・押熊町西地区  約１．５ｈａ 

         ・（仮称）登美ヶ丘駅周辺地区  約７．８ｈａ    

 

      （２）大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画） 

                 高度地区の変更（案）について（市決定） 

         ・（仮称）登美ヶ丘駅周辺地区  約７．７ｈａ 

 

            （３）大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画） 

                 防火地域及び準防火の変更（案）について（市決定） 

                 ・（仮称）登美ヶ丘駅周辺地区  約４．５ｈａ 

 

            （４）大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画） 

                 地区計画の決定（案）について（市決定） 

                 ・押熊町西地区地区計画     約１．６ｈａ 

         ・登美ヶ丘駅周辺地区計画    約６．８ｈａ        

   

      ※ なお、新駅の名称については、平成１７年１月３１日に 

       「学研奈良登美ヶ丘駅」に決定されました。 

             

２．日時  平成１７年２月１日（火） 午後１時３０分～ 

 

３．会場  奈良市役所 第２２会議室  
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